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Ⅰ　本計画について 

１　計画作成に関する考え方 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画については、老人福祉法及び介護保険法に基

づき、国が定める基本指針等に即して作成するものです。 

これらの計画を作成するに当たっては、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる２０

２５年（令和７年）、既に減少に転じている生産年齢人口の減少が加速する中で、高齢者

人口がピークを迎える２０４０年（令和２２年）を見据え、患者・利用者・住民の視点

に立った医療・介護の提供体制の構築を目指し、計画を客観的に分析し、要介護者等の

人数、介護保険給付費等サービスの種類ごとの量を推計し、作成します。 

 

２　計画策定の期間 

この計画は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

 
３　基本方針 

介護保険制度は平成１２年４月の施行後、高齢者を支える制度として定着しています。 

これまで高齢者が安心してサービスを受けられるよう環境整備を行い、必要なサービ

スの確保に努めてきたところでありますが、被保険者の減少及び介護給付費の増加によ

り、第１号被保険者の保険料は上昇してきました。第９期計画においては、中長期的な

人口動態等を踏まえたサービス需要の見込みや生産年齢人口の動向を踏まえ、今後、よ

り一層介護サービスを充実しつつ、介護給付費の安定化に努める必要があります。 

 

４　基本目標 

　　基本方針に基づき、次の基本目標を掲げます。 

　(1) 地域包括ケアシステムの深化・推進 

高齢者が住み慣れた地域で介護や医療、生活支援サポート及びサービスを受けられ

るよう、「住まい」「医療」「介護」「生活支援・介護予防」を「包括的」に調整します。 

また、医療や介護の需要がさらに増大することが見込まれる２０２５年（令和７年）、

多くの現役世代が急減する２０４０年（令和２２年）を展望した、中長期的な視点に

よる持続的な取り組みを進めながら、地域共生社会の実現をめざしていきます。 

今後も、行政・民間企業・ボランティア団体が連携し、自主的に地域づくりを進め

ていくことができるよう地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みます。 

また、生活支援コーディネーターを配置し、地域のボランティア活動を支援します。 

　(2) 介護予防の推進 

高齢者が健康でいきいきとした生活を送るため、健康づくりや閉じこもりを防止す

る生活支援などの高齢者福祉対策を推進します。 

また、高齢による生活機能低下の予防、悪化防止を図る介護予防を推進します。 

　(3) 認知症高齢者支援対策の推進 
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認知症高齢者対策は、症状に応じた対応が重要であるため、正しい知識の普及と啓

発を図るとともに、認知症初期集中支援チーム等で早期診断、早期対応を行い、認知

症サポーターの養成と見守り体制の充実、成年後見人制度の活用も含めた権利擁護の

体制づくりを推進します。 

また、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に

人格と個性を尊重しつつ、支え合いながら共生する社会である「共生社会」の実現を

推進していくことを目的として制定された、「共生社会の実現を推進するための認知症

基本法」の理念に基づき、認知症施策を総合的かつ計画的に推進します。 

　(4) 地域生活支援体制の推進 

安心して生活を送ることができるよう地域包括支援センターを中心に、ニーズに応

じたサービスの提供、相談機能の充実を図るとともに、サービス事業者や医療機関等

との連携を推進します。 

  (5) 介護保険制度の円滑な運営 

　　　介護サービスを必要とする人が適切に利用できるよう、必要に応じて新たなサービ

　　スを検討し、地域密着型サービスを含めた介護サービス量の見込みを各年度で種類ご

　　とに設定し、介護保険制度の円滑な運営を図ります。地域支援事業の適切な実施、介

　　護給付費の適正化に努めます。また、地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保

　　と資質向上に取り組みます。 

 

５　計画策定の体制 

保健・医療・福祉関係者、介護保険サービス利用者等が参画する「初山別村介護保

険事業計画策定委員会」を開催し、計画を策定します。 

 

６　日常生活圏域の設定 

地域包括ケアの実現のために、身近な地域で生活が継続できるようサービス整備が必

要となります。 

初山別村を一つの圏域(279.52㎢)として整備することを基本とし、村全体を日常生活

圏域として設定します。 

表1　日常生活圏域別人口等の概況（令和５年10月現在） 
 

初山別村圏域  

人　口 　　　　　　１，０５９人

高齢者人口       　　　　　４１０人          
(65歳以上)
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Ⅱ　被保険者の現状 

１　人口構造の推移 

表2　人口構造の推移 

区　分 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年  

 総人口     1,175     1,156     1,123 1,117 1,075     1,048  

  男       566       556       534 536       522       511  

  女       609       600       589 581       553       537  

 世帯数       536       541       536 533       525       510  

 ４０～６４歳       409       395       380       383       359       346

 前期高齢者       176       171       175       171       170       165

 65～69歳        86        88        87        68        81        81

 70～74歳        90        83        88       103        89        84

 後期高齢者       271       277       263       249       247       241

 75～79歳        86        92        85        79        80        77

 80～84歳        87        87        79        71        67        65

 85～        98        98        99        99       100        99

 ６５歳以上       447       448       438       420       417       406

 高齢者比率     38.0% 38.8% 39.0% 37.6% 38.7%     38.7%

（各年12月１日時点） 

 

２　要介護者等の状況 

表3　要介護者等の状況 

区　分 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年  令和４年 令和５年

要支援１      ４０      ３９      ４０      ３６      ３２      ２５

要支援２      １６      １５      １２      １５      １９      １５

要介護１      １９      １５      ２５      １９      １９      ２７

要介護２      １１        ８      １１        ７      １０      １１

要介護３        ８      １３      １３      １５      １３      １２

要介護４      １６      １５      １３      １１        ９      １５

要介護５        ８        ８      １２      １０        ８        ９

計    １１８    １１３    １２６    １１３    １１０    １１４

（各年10月31日時点） 
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Ⅲ　被保険者の推計 

１　推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５（２０２３）

年推計）」、人口の伸び率により、計画期間の人口を推計しました。 

表4　推計人口 

区　分 令和６年 令和７年 令和８年 令和22年  

 総人口     1,036     1,015       994       634

  男       508       487       477       304

  女       550       528       517       330

 ４０～６４歳       338       329       320       185

 前期高齢者       168       168       167       115

 65～69歳        81        81        80        52

 70～74歳        87        87        87        63

 後期高齢者       252       253       257       174

 75～79歳        74        70        68        54

 80～84歳        59        57        55        53

 85～       119       126       134        67

 ６５歳以上       420       421       424       289

 高齢者比率     40.4%     41.4%     42.5%     45.5%

 

２　介護保険被保険者の推計 

表5　被保険者数の推計 

区　分 令和６年 令和７年 令和８年 令和22年

 第１号(65歳～　)       420       421       424       289

 第２号(40～64歳)       338       329       320       185

※ 第１号には、他市町村の施設などに入所して「住所地特例」となっている人が含まれています。 
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３　要介護者等の推計 

表6　要介護認定者の推計 

区　分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

  要支援１       ３８       ３９       ３９       ２３

  要支援２       １５       １６       １７       　９

  要介護１       ２３       ２４       ２５       １４

  要介護２       １１       １２       １２       　７

  要介護３       １３       １３       １４       　８

  要介護４       １４       １４       １４       　８

  要介護５       　９       　９       １０       　５

      計     １２３     １２７     １３１     　７４
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Ⅳ　計画の内容 

１　保健事業 

(1) 健康手帳の交付 

【 現 状 】 

各種健康診査の際に手帳の有無を確認し、希望した場合に交付しています。 

【 計 画 】 

有効に手帳を使っているとは必ずしもいえないため、機会がある都度年齢に応じ

た手帳の使い方を啓発します。 

 

(2) 健康相談の実施 

【 現 状 】 

健康相談は、心身の健康に関する一般的事項について実施しています。そのほか、

自治会や各種団体などの要請に応じても実施しています。 

【 計 画 】 

きめ細かな個別対応を心がけるとともに、気軽に利用してもらえるよう健康相談

事業の周知を徹底します。 

 

(3) 健康教育の実施 

【 現 状 】 

一般健康教育は健康相談と合わせて実施しているほか、自治会や各種団体などの

要請に応じても実施しています。 

【 計 画 】 

健康な生活を送ることができるよう、身近なテーマで健康に関する知識の普及と

指導を行い、自ら健康管理ができるよう内容・方法を工夫して実施します。 

 

(4) 各種健康診査の実施 

【 現 状 】 

４０歳以上の方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の予防のため特定健康診査を

実施しています。なお、実施にあたっては受診者の利便を考え、各種がん検診、肝

炎ウイルス検診を同時に行う総合健康診査として実施しており、住民の健康増進に

努めています。 

また、７５歳以上の方についても同様の健康診査を実施しています。 

診査の結果に応じて、栄養や運動などの保健指導、健康管理に関する正しい知識

の普及を行い、認識と自覚を高めています。 

【 計 画 】 

健診は年２回実施し、受診しやすい体制を継続します。あわせて、受診結果に基
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づいた生活習慣改善のための保健指導を充実します。 

また、健康管理システムの有効活用を図ります。 

 

(5) 訪問指導の実施 

【 現 状 】 

心身の状況や置かれている環境等から療養上の保健指導が必要と認められる方に

対して、心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図るために、保健師等による訪

問指導を実施しています。 

【 計 画 】 

健康の維持及び介護予防の観点から支援が必要な方に対して継続実施します。 

 

２　介護保険居宅サービス 

(1) 訪問介護 

【 現 状 】 

訪問介護は、指定居宅サービス提供事業所（初山別村社会福祉協議会）において

行われています。要介護者の自立と介護者の負担を軽減するために、訪問介護員（ホ

ームヘルパー）が家庭を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 

表7　訪問介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 4,775 5,638 7,549  

  回　数（回／月） 118.0 136.2 189.9  

  人　数（人／月） 7 8 9

【 計 画 】 

在宅介護の中心となるサービスであり、今後、より介護度の高い方への対応が必

要になると考えられることから、利用者の要望に応じたサービス提供時間の延長な

どが課題となります。 

慢性的な人手不足が続いていることから、ホームヘルパーの養成・確保を図る必

要があります。 

 

(2) 訪問看護 

【 現 状 】 

北海道総合在宅ケア事業団による訪問看護ステーションのメインステーションが

羽幌町に、サブステーションが初山別村に設置され、サービスの提供が行われてい

ます。 
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表8　訪問看護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 555 1,040 406  

  回　数（回／月） 11.3 14.8 8.2  

  人　数（人／月） 1 3 1

【 計 画 】 

今後も多くの利用が見込まれることから、保健・福祉・医療との連携を図り、サ

ービス内容の周知を進めていく必要があります。 

 

(3) 居宅療養管理指導 

【 現 状 】 

通院が困難な要介護者の家庭を医師などが訪問し、療養上の管理等を行います。

村内での利用はありませんが、村外のサービス付き高齢者向け住宅入居者の一部の

方が利用しています。 

表9　居宅療養管理指導利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 236 257 281  

  人　数（人／月） 3 3 4

【 計 画 】 

一定程度のニーズがあると考えられることから、今後も従前と同程度の利用が見

込まれます。 

 

(4) 通所介護 

【 現 状 】 

通所介護（デイサービス）は、利用者を送迎し日帰りで食事や入浴等のサービス

を提供しています。村内にサービスを提供している事業者はなく、村外で利用して

いる方がいます。 

表10　通所介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 28 974 1,241  

  回　数（回／月） 0 10 12  

  人　数（人／月） 0 1 1

【 計 画 】 

一定程度のニーズがあると考えられることから、今後も従前と同程度の利用が見

込まれます。 
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(5) 通所リハビリテーション 

【 現 状 】 

利用者を介護老人保健施設や医療機関などへ送迎し、理学療法士などによる機能

訓練を行います。村内にサービスを提供している事業者はなく、村外で利用してい

る方がいます。 

表11　通所リハビリテーション利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 595 322 0  

  回　数（回／月） 5.2 2.4 0.0  

  人　数（人／月） 1 1 0

【 計 画 】 

一定程度のニーズがあると考えられることから、今後も従前と同程度の利用が見

込まれます。 

 

(6) 短期入所生活介護（ショートステイ） 

【 現 状 】 

要介護者が介護老人福祉施設などに宿泊し、介護や機能訓練などを受けるサービ

スです。該当する施設は村内になく、他市町村の事業所を利用しています。 

表12　短期入所生活介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 914 631 480  

  回　数（回／月） 10.3 6.4 5.5  

  人　数（人／月） 2 1 1

【 計 画 】 

ショートステイは家族の旅行や入院時等に利用されており、今後は毎年度10名程

度の利用が見込まれます。 

 

(7) 特定施設入居者生活介護 

【 現 状 】 

有料老人ホームやケアハウス（軽費老人ホーム）などに入所している要介護者に

対して介護保険の対象となる介護サービスを行うことで、利用者の自立した生活を

可能とし、心身機能の維持・回復を図ります。なお、村内に該当する施設はなく、

他市町村の事業所において利用されています。 

 

 

 

 



- 10 -

表13　特定施設入居者生活介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 2,873 2,893 2,742  

  人　数（人／月） 1 1 1

【 計 画 】 

今後も他市町村の有料老人ホーム等を利用する方が一定数以上いると予想される

ため、給付費は横ばいないしは漸増すると考えられます。 

 

(8) 福祉用具貸与 

【 現 状 】 

要介護状態になっても、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、

特殊寝台や歩行補助具などを貸与しています。 

表14　福祉用具貸与利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 603 805 905  

  人　数（人／月） 7 6 7

【 計 画 】 

今後も、利用者は横ばいの状態にあると考えられます。 

在宅生活を維持するために多大な支援効果がありますので、引き続きサービスに

ついて周知していきます。 

 

(9) 特定福祉用具販売 

【 現 状 】 

ポータブルトイレ・浴槽用手すりの購入など、日常生活に必要な福祉用具の購入

支援を行っています。 

表15　特定福祉用具販売利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 104 43 0  

  人　数（人／月） 0 0 0

【 計 画 】 

今後も、利用者は横ばいの状態にあると予想されますが、人数及び給付費は少な

いため、利用については見込まないこととします。 

 

(10) 住宅改修 

【 現 状 】 

洋式便座への改修や手すりの取付けなど、日常生活に必要な住宅改修の支援を行

っています。 
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表16　住宅改修利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 220 440 0  

  人　数（人／月） 0 0 0

【 計 画 】 

今後も、ニーズは一定程度あると予想されますが、人数及び給付費は少ないため、

利用については見込まないこととします。 

 

(11) 居宅介護支援 

【 現 状 】 

居宅介護支援は、指定居宅サービス提供事業所（初山別村社会福祉協議会）で、

サービス計画等の作成を行っています。 

表17　居宅介護支援利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 3,046 3,044 3,562  

  人　数（人／月） 19 20 23

【 計 画 】 

介護認定者やサービス利用者は減少していくと考えられることから、今後は給付

費が漸減していくことが予想されます。 

 

(12) その他 

【 現 状 】 

その他のサービスとして、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、短期入所療

養介護がありますが、第８期計画期間中の利用実績が無かったことから、計画期間

中（３年間）の利用については見込まないこととします。 

【 計 画 】 

今後もサービス利用希望者が出た場合、関係機関と連携をとりサービス提供でき

る体制を継続していく必要があります。 

 

３　介護予防サービス 

(1) 介護予防訪問看護 

　　【 現 状 】 

北海道総合在宅ケア事業団による訪問看護ステーションのメインステーション

が羽幌町に、サブステーションが初山別村に設置され、サービスの提供が行われ

ています。 
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       表18　介護予防訪問看護利用の状況                                

令和３年度 令和４年度 令和５年度   

   給付費　（千円） 0 366 346   

   日　数  （日） 0 4.3 3.5   

   人　数　（人） 0 1 1  

    【 計 画 】 

　　　今後も多くの利用が見込まれることから、保健・福祉・医療との連携を図り、サ

　ービス内容の周知を進めていく必要があります。 

 

(2) 介護予防居宅療養管理指導 

　　【 現 状 】 

通院が困難な要支援者に対して医師などが家庭を訪問し、療養上の管理等を行い

ます。 

表19　介護予防居宅療養管理指導利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 80 81 56  

  人　数（人／月） 1 1 1

【 計 画 】 

今後も従前と同程度の利用が見込まれます。 

 

(3) 介護予防短期入所生活介護 

　　【 現 状 】 

要支援者が介護老人福祉施設などに宿泊し、介護や機能訓練等を受けるサービス

です。 

表20　介護予防短期入所生活介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   給付費　（千円） 373 653 1,328

   日　数  （日） 6.4 9.5 17.8

   人　数　（人） 1 1 2

【 計 画 】 

介護予防短期入所生活介護は家族の旅行や入院等によるものであり、今後も同程

度で推移していくことが予想されます。 

 

(4) 介護予防福祉用具貸与 

　　【 現 状 】 

機能が低下した要支援者に、日常生活用具を貸与することにより、日常生活の自

立を助け、介護者の負担を軽減します。 
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表21　介護予防福祉用具貸与利用の状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   給付費　（千円） 188 202 198

   人　数　（人） 6 4 5

【 計 画 】 

今後も従前と同程度の利用が見込まれます。 

   

  (5) 特定介護予防福祉用具販売 

　　【 現 状 】 

腰掛け便座・入浴補助用具の購入など、日常生活に必要な福祉用具の購入支援を

行っています。 

       表22　特定介護予防福祉用具販売利用の状況                                   

令和３年度 令和４年度 令和５年度   

   給付費　（千円） 44 69 0   

   人　数　（人） 0 0 0  

  【 計 画 】 

今後も、利用者は横ばいの状態にあると予想されますが、人数及び給付費は少な

いため、利用については見込まないこととします。 

 

(6) 介護予防住宅改修 

　  【 現 状 】 

　　　　 洋式便座への改修や手すりの取付けなど、日常生活に必要な住宅改修の支援を行

　　　 っています。 

       表23　介護予防住宅改修利用の状況                                    

令和３年度 令和４年度 令和５年度   

   給付費　（千円） 278 14 0   

   人　数　（人） 0 0 0  

  【 計 画 】 

今後も、ニーズは一定程度あると予想されますが、人数及び給付費は少ないため、

利用については見込まないこととします。 

 

(7) 介護予防特定施設入居者生活介護 

　　【 現 状 】 

有料老人ホームやケアハウス（軽費老人ホーム）などに入所している要支援者に

対して介護サービスを行うことで、利用者の自立した生活を可能とし、心身の維持

・回復を図ります。なお、村内に該当する施設はなく、他市町村の施設において利

用されています。 
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表24　介護予防特定施設入居者生活介護利用の状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   給付費　（千円） 1,690 1,669 1,295

   人　数　（人） 2 2 1

【 計 画 】 

今後も他市町村の有料老人ホーム等での生活を求める方が一定数以上いると予想

されるため、給付費は漸増すると考えられます。 

 

(8) 介護予防支援 

　　【 現 状 】 

要支援認定を受けた方が介護サービスを円滑に受けられるよう、介護支援専門員

（ケアマネージャー）が介護予防サービス計画を作成し、サービス事業者との連携

・調整を行います。 

表25　介護予防支援利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   給付費　（千円） 384 341 368

   人　数　（人） 7 6 7

【 計 画 】 

今後も従前と同程度の利用が見込まれます。 

 

(9) 介護予防通所リハビリテーション 

　　【 現 状 】 

介護老人保健施設や診療所、病院において理学療法など必要なリハビリテーショ

ンを行い、利用者の心身機能の維持回復を図ります。村内にサービスを提供してい

る事業者はなく、村外で利用している方がいます。 

表26　介護予防通所リハビリテーション利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 0 50 0  

  人　数（人／月） 　0 　0 0

【 計 画 】 

今後も利用者は同程度で推移すると予想されますが、人数及び給付費は少ないた

め、利用は見込まないこととします。 

 

４　地域密着型サービス 

認知症高齢者や独居高齢者の増加等を踏まえ、高齢者が要介護状態となっても、で

きる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、原則として日常生活圏域内でサー

ビスの利用及び提供が完結するサービスを類型化し、市町村が事業者の指定及び指導
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・監督を行います。なお、事業所が所在する保険者（市町村）の同意があった場合に

は、他の保険者も同事業所を指定、利用できる仕組みとなっています。 

 

(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

　　【 現 状 】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、原則要介護３以上の要介護者  

を対象とした小規模（定員29人以下）の特別養護老人ホームです。 

表27　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 5,537 1,406 0  

  人　数（人／月） 　2 　0 0

　　【 計 画 】 

第９期計画期間中においても、初山別村に事業所がない状況は変わらないと予想

されることから、今後も同程度で推移していくものと見込まれます。 

 

　(2) 地域密着型特定施設入居者生活介護 

　　【 現 状 】 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム等で入居者が要介護者と

配偶者等に限られる介護専用型特定施設のうち、小規模（定員29人以下）の介護専

用型特定施設です。 

表28　地域密着型特定施設入居者生活介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 0 41 0  

  人　数（人／月） 　0 　0 0

　　【 計 画 】 

第９期計画期間中においても、初山別村に事業所がない状況は変わらないと予想

されることから、利用については見込まないこととします。 

 

　(3) 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

　　【 現 状 】 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）は、認知症である要

介護者が少人数（5～9人）の家庭的な環境のもと共同生活を送り、入浴・排せつ・

食事等の日常生活上の世話や、機能訓練を受けるもので、村内では初山別村高齢者

グループホーム「エルムの里（定員９人以下）」が該当します。 
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表29　認知症対応型共同生活介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 22,956 22,554 22,410  

  人　数（人／月） 8 　8 8

【 計 画 】 

本村の施設利用を基本としますが、広域での事業所指定による対応も継続します。 

 

　(4) 小規模多機能型居宅介護 

　　【 現 状 】 

通所介護を中心にショートステイや訪問介護、訪問看護を複合的に受けつつ、能

力に応じて居宅で自立した日常生活を営むことができるよう援助するものです。 

表30　小規模多機能型居宅介護利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 1,305 1,326 1,334  

  人　数（人／月） 　1 1 1

　　【 計 画 】 

将来的な検討が必要ですが、第９期計画期間中においては、初山別村に事業所が

ない状況は変わらないと予想されることから、今後も同程度で推移していくものと

見込まれます。 

 

  (5) 看護小規模多機能型居宅介護 

　  【 現 状 】 

　　　   看護と介護を一体的に提供するサービスであり、訪問看護と小規模多機能型居宅

　　　 介護を組み合わせたサービスです。要介護１以上の要介護者へ通所介護、短期入所、 

　　 　訪問介護、訪問看護を提供するものです。 

       表31　看護小規模多機能型居宅介護利用の状況                                  

令和３年度 令和４年度 令和５年度   

  給付費（千円／年） 0 0 0   

  人　数（人／月） 0 0 0  

    【 計 画 】 

将来的な検討は必要ですが、第９期計画期間中においても、初山別村に事業所が

ない状況は変わらないと予想されることから、利用については見込まないこととし

ます。 

 

  (6) 地域密着型通所介護 

【 現 状 】 

利用定員が１８人以下のデイサービスセンターであり、村内では「初山別村デイ
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サービスセンター」がサービスを提供しています。 

表32　地域密着型通所介護利用の状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 5,118 5,081 4,596  

  回　数（回／月） 60.3 62.1 60.5

  人　数（人／月） 10 10 12

【 計 画 】 

通所介護は訪問介護とともに在宅介護の中心となるサービスであり、今後は休日

におけるサービスのニーズも見込まれることから、体制の整備が課題となります。

　また、今後、自宅で入浴が困難なことによるサービスの利用増や、機械浴のニー

ズの増加が予想されます。 

 
  (7) 認知症対応型通所介護 

【 現 状 】 

認知症（急性を除く）の要介護者が、居宅で能力に応じ自立した日常生活を営め

るよう提供されるデイサービスです。 

表33　認知症対応型通所介護利用の状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 0 0 0  

  回　数（回／月） 0 0 0

  人　数（人／月） 0 0 0

【 計 画 】 

第９期計画期間中においても、初山別村に事業所がない状況は変わらないと予想

されることから、利用については見込まないこととします。 

 

(8) 夜間対応型訪問介護 

  　 【 現 状 】 

夜間対応型訪問介護は、要介護者ができるだけ居宅で自立した日常生活を営める

よう、巡回または通報により、訪問介護員が夜間に訪問して介護サービスを提供す

るものです。 

表34　夜間対応型訪問介護利用の状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  給付費（千円／年） 0 0 0  

  人　数（人／月） 0 0 0

【 計 画 】 

第９期計画期間中においても、初山別村に事業所がない状況は変わらないと予想

されることから、利用については見込まないこととします。 
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(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  　【 現 状 】 

訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して、入浴、排せつ、食事等とい

った日常生活上の世話を行うサービスです。 

       表35　夜間対応型訪問介護利用の状況                                     

令和３年度 令和４年度 令和５年度   

  給付費（千円／年） 0 1,308 0   

  人　数（人／月） 0 0 0  

    【 計 画 】 

第９期計画期間中においても、初山別村に事業所がない状況は変わらないと予想

されることから、利用については見込まないこととします。 

 

５　介護保険施設サービス 

(1) 介護老人福祉施設 

　　【 現 状 】 

常時介護が必要な要介護者に対し、入浴、食事等の介護、日常生活上のお世話、

機能訓練や健康管理等を提供する施設です。村内に該当する施設はなく、他市町村

の施設を利用しています。 

表36　介護老人福祉施設利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

   給付費　（千円） 76,620 69,088 65,698

   人　数　（人） 25 23 21

　　【 計 画 】 

第８期計画期間中は利用人数が減少していますが、サービス利用のニーズが見込

まれることから、今後、利用者が増加すると考えられ、第９期計画期間中は毎年度

３０人程度で推移すると見込まれます。 

 

(2) 介護老人保健施設 

　　【 現 状 】 

病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、看護・介護を必要とする要

介護者に対し、看護や日常生活上のお世話を提供し、家庭への復帰を目指す施設で

す。村内に該当する施設はなく、他市町村の施設を利用しています。 

表37　介護老人保健施設利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

   給付費　（千円） 0 0 0

   人　数　（人） 0 0 0
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　　【 計 画 】 

第９期計画期間中は、利用者は１人程度で推移すると見込まれます。 

 

６　地域支援事業の推進 

要支援・要介護状態になる前から介護予防を推進し、地域における包括的・継続的な

マネジメント機能を強化するため「地域支援事業」を実施します。地域支援事業は市町

村が実施します。 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 

①　介護予防・生活支援サービス事業 

○　訪問型サービス 

【 現 状 】 

要支援者及び基本チェックリストが事業対象の基準に該当する方に対し、身体介

護・掃除・洗濯等の日常生活上の支援を提供しています。 

表38　訪問型サービス利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

   給付費　（円） 1,972,953 1,969,497 1,896,000

   人　数　（人） 8 8 8

【 計 画 】 

今後も、利用者は横ばいの状態にあると見込まれます。 

○　通所型サービス 

【 現 状 】 

要支援者及び基本チェックリストが事業対象の基準に該当する方に対し、機能訓

練や集いの場など日常生活上の支援を提供しています。 

表39　通所型サービス利用の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

   給付費　（円） 4,616,678 4,299,786 5,040,000

   人　数　（人） 23 20 16

【 計 画 】 

今後も、利用者は横ばいの状態にあると見込まれます。 

○　介護予防ケアマネジメント（総合事業のみをする方のケアマネジメント業務） 

【 現 状 】 

要支援者及び基本チェックリストが事業対象の基準に該当する方に対し、総合事

業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行っています。 

表40　介護予防ケアマネジメントの実施状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

   人　数　（人） 285 257 184
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【 計 画 】 

今後も利用者自ら介護予防や社会参加の目標を設定し、評価できるよう共にケア

マネジメント計画を作成していきます。 

 

②　一般介護予防事業 

○　介護予防把握事業 

【 現 状 】 

収集した情報等の活用により、閉じこもり等支援を要する方を把握し、介護予防

事業や対象者の状況に応じた支援を行っています。 

表41　介護予防把握実施の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

 介護予防把握者数（人） 89 86 88

【 計 画 】 

地域包括支援センターの総合相談、保健事業や民生委員等各方面と連携を図り、

情報収集に努めます。 

○　介護予防普及啓発事業 

【 現 状 】 

介護予防に関する基本的な知識の普及・啓発をはじめ、要支援・要介護になるお

それの高い方を対象に、口腔機能向上、料理教室、ふれあいサロン等を実施してい

ます。 

表42　介護予防普及啓発事業実施の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

 料理教室 5 96 10 140 7 95

 介護予防運動教室 48 507 70 658 70 675

 サロン 18 153 28 205 30 222

【 計 画 】 

料理教室、ふれあいサロン、介護予防運動教室（まるごと元気アッププログラム）

等を引き続き実施していきます。 

 

(2) 包括的支援事業 

①　地域包括支援センターの運営 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

るよう、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的

としています。 

〇　地域包括支援センターの体制整備等 

　　地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症高齢者の家族を含めた家
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　族介護支援の充実など、地域の拠点である地域包括支援センターへの期待や業務は

　増大しています。このため、居宅介護支援事業所など地域における既存の資源の効

　果的な活用・連携を図りながら、地域住民に対する介護予防支援や総合相談支援を

　より適切に行うことができる体制を整備します。 

○　総合相談支援事業 

心身の状況等必要な実情の把握、保険医療・社会福祉など関連する施策に関する

総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整など、総合的な支援を行います。 

○　権利擁護業務 

高齢者虐待の防止や早期発見、成年後見制度を円滑に利用できるよう支援するな

ど、権利擁護のための必要な援助を行います。 

○　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護支援専門員、主治医、地

域関係機関などの多職種による相互連携・協働により、高齢者の状況や変化に応じ

た包括的・継続的な援助を行います。 

 

②　地域ケア会議 

地域に生活する高齢者の方々が、可能な限り住み慣れた地域の中で生活すること

ができるよう地域包括ケアを推進するため、医療・介護等の多職種が共同して高齢

者の個別課題の解決を図るとともに、自立支援に資するケアマネジメントの実践力

を高めていきます。 

また、個別ケースの課題分析から、地域に共通した課題を明確化し、共有された

地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくりなどを検討していきます。 

 

③　在宅医療・介護連携推進事業 

地域の医療・介護の両立を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分ら

しい生活ができるよう、地域の医療機関や介護事業所等との連携体制の構築を推進

します。 

 

④　生活支援体制整備事業 

被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態となることの予防、

要介護状態の軽減等に係る体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）を配置するとともに、協議体を設置して地域の課題を検討

しています。 

 

⑤　認知症総合支援事業 

認知症の方及びその家族等に対する初期支援を包括的かつ集中的に行うため、認

知症初期集中支援チームを設置し、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援を
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行います。 

 

　 (3) 任意事業 

①　介護給付費等適正化事業 

適切な介護サービスの確保、不適切な給付の削減、介護給付費や介護保険料の抑

制を図り、持続可能な介護保険制度を構築するため、要介護認定の適正化、ケアプ

ラン点検、医療情報との突合・縦覧点検を行います。 

なお、「医療情報との突合」及び「縦覧点検」は、北海道国民健康保険団体連合

会への委託により実施しています。 

 

②　家族介護支援事業 

要介護４・５の認定を受けた高齢者を在宅で介護している家族に対し、紙おむつ、

尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤など必要な介護用品の購入費用を助成する「家

族介護用品購入費助成事業」を継続実施します。 

 

③　成年後見人利用支援事業 

成年後見制度や権利擁護に関する相談を地域包括支援センターで受けるととも

に、関係機関と定期的に相談事例などの情報交換を行い、成年後見制度の普及・促

進を図ります。 

また、成年後見を申し出る親族のいない高齢者に対して成年後見市町村長申立て

を実施するとともに「成年後見制度利用支援事業」により申立て経費や後見人報酬

等の助成を行います。 

　 

　 (4) 介護情報基盤の整備 

       現在、利用者に関する介護情報は、各介護事業所や自治体等に分散しており、医療

　　 ・介護間の連携を強化しつつ、多様な主体が共同して高齢者を地域で支えていく地域 

　　 包括ケアシステムを深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等 

　　 が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤の整備を計画的に推進します。介護情報

　　 基盤の整備を行い、各関係機関の連携が強化されることで、自立支援・重度化防止や

     介護・医療サービスの質の向上等の効果が期待されます。 

 

７　福祉・介護人材の確保と育成　 

　　高齢者が住み慣れた地域で人生の最後まで自分らしく暮らせるよう、「地域包括ケアシ

　ステム」の構築に最も重要な基盤である介護人材の確保は大きな課題となっています。 

    また、介護サービスを安定的に提供できるよう、介護人材の育成や人材確保に向けた

　取組のほか、介護現場の負担軽減に関する取組の必要性が高まっています。 

    本村においては、少子高齢化が進行し、介護人材は充足されているとはいえない状況
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　であることから、ささえ愛ネットワーク活動事業や生活支援整総合事業等により、地域

　の人材発掘を推進し、介護職の人材確保の必要性について地域における周知、啓発を図

　ります。　 
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Ⅴ　介護事業費 

１　介護給付事業費 

第８期実績（見込み）、第９期見込み及び令和22年度の事業費を次のとおり見込みます。 

 

■　居宅サービス 

　表20-1                                                               （単位：千円）

区　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

訪問介護   4,775   5,638   7,549 7,816 7,826 7,826 4,583

訪問看護     555   1,040   　406 356 357 357 357

居宅療養管理指導     236     257     281 321 322 322 161

通所介護  　　28     974   1,241 2,001 2,004 2,004 1,002

通所リハビリテーション     595     322       0 0 0 0 0

短期入所生活介護   　914   　631 480 778 779 779 779

特定施設入居者生活介護   2,873   2,893   2,742 2,781 2,785 2,785 2,785

福祉用具貸与     603     805     905 1,552 1,552 1,552 898

特定福祉用具購入費     104      43 0 0 0 0 0

住宅改修費     220     440 0 0 0 0 0

居宅介護支援   3,046   3,044 3,562 2,607 2,916 2,916 1,685

計 13,949 16,087 17,166 18,212 18,541 18,541 12,250

 

■　地域密着型サービス 

　表20-2                                                               （単位：千円）

区　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

地域密着型介護老人福 5,537 1,406 0 0 0 0 0 
祉施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入 0 41 0 0 0 0 0 
居者生活介護        

認知症対応型共同生活 22,956 22,554 22,410 25,796 25,828 25,828 14,268 
介護

小規模多機能型居宅介   1,305   1,326 1,334 1,353 1,355 1,355 1,355
護

看護小規模多機能型居 0 0       0 0 0 0 0
宅介護

地域密着型通所介護   5,118   5,081 4,596 3,220 3,224 3,224 1,612

認知症対応型通所介護       0       0 0 0 0 0 0

夜間対応型訪問介護       0       0 0 0 0 0 0

定期巡回・随時対応型 0 1,308       0 0 0 0 0
訪問介護看護

計 34,916 31,716 28,340 30,369 30,407 30,407 17,235
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■　施設サービス 

　表20-3                                                               （単位：千円）

区　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

介護老人福祉施設  76,620  69,088  65,698 73,859 82,135 86,070 44,526

介護老人保健施設 　　　0  　　 0       0 0 0 0 0

計  76,620  69,088  65,698 73,859 82,135 86,070 44,526

 

■　介護予防サービス 

　表20-4                                                               （単位：千円） 

 区　　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

 介護予防訪問看護 0 366 346 1,024 1,025 1,025 513
 
 介護予防居宅療養 80 81 56 57 57 57 57
 管理指導

 介護予防短期入所     373     653   1,328 2,202 2,204 2,204 1,470
 生活介護

 介護予防福祉用具     188     202 198 172 172 198 112
 貸与 　

 特定介護予防福祉用具      44      69       0 0 0 0 0
 販売

 介護予防住宅改修     278      14       0 0 0 0 0 

 介護予防特定施設入居   1,690   1,669   1,295 1,313 1,315 1,315 1,315
 者生活介護

 介護予防支援     384     341 368 426 427 427 267
 

 介護予防通所リハビリ       0      50      0 0 0 0 0
 テーション

計   3,037   3,445 3,591 5,194 5,200 5,226 3,734

 



- 26 -

■　標準給付費見込額 

各サービス（居宅、地域密着型、施設、介護予防）の総給付費に、特定入所者介護サ

ービス費等、高額介護サービス費等、高額医療合算介護サービス費等、審査支払い手数

料を加え、標準給付費見込額を算出しました。 

　表20-5                                                               （単位：千円）

費　用　区　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合　計

総給付費 128,522 120,336 114,795 127,634 136,283 140,244 404,161

 居宅サービス費  13,949  16,087 17,166 18,212 18,541 18,541 55,294

 地域密着型サービ  34,916  31,716 28,340 30,369 30,407 30,407 91,183
 ス費

施設サービス費  76,620  69,088 65,698 73,859 82,135 86,070 242,064

介護予防サービス   3,037   3,445 3,591 5,194 5,200 5,226 15,620
費

特定入所者介護サービ  13,008  12,119 11,832 13,522 13,979 14,420 41,921
ス費等

高額介護サービス費等   3,430   3,104 3,654 3,281 3,392 3,498 10,171

高額医療合算介護サー     279    　48 100 286 296 305 887
ビス費等

審査支払手数料      76      70 93 78 80 83 241

計（標準給付費見込額) 142,315 135,677 130,474 144,801 154,030 158,550 457,381

※　端数処理により、合計があわない場合があります。 

 

２　地域支援事業費 

地域支援事業費を次のとおり見込みます。 

　表20-6                                                               （単位：千円）

区　　　　分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度  

介護予防・日常生活支援総合事業費 8,523 8,523 8,523 5,233  

包括的支援事業(地域包括支援センターの 425 425 425 294  
運営)・任意事業費   

包括的支援事業(社会保障充実分) 5,324 7,206 7,206 7,206

計 14,272 16,154 16,154 12,733
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３　保険料基準額 

（１）　第1号被保険者の保険料基準額 

標準給付費及び地域支援事業費を基に、第１号被保険者の保険料基準額を次のとおり

算出します。なお、保険料の著しい上昇を抑制するため村財政調整基金から一定額を繰

り入れることとしています。 

　表20-7 　                                                             （単位：円）

区　分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合　計  

標準給付費見込額　A 144,801,000 154,030,000 158,550,000 457,381,000  

地域支援事業費　B 14,272,000 16,154,000 16,154,000 46,580,000  

介護予防・日常生活支援総合事業 B' 8,523,000 8,523,000 8,523,000 25,569,000  

包括的支援事業・任意事業費 425,000 425,000 425,000 1,275,000  

包括的支援事業(社会保障充実分) 5,324,000 7,206,000 7,206,000 19,736,000   

　計　C=A+B 159,073,000 170,184,000 174,704,000 503,961,000  

第1号被保険者負担分相当額 36,586,790 39,142,320 40,181,920 115,911,030  

 D=C*23%

調整交付割合　E 9.95% 10.19% 10.43% -  

調整交付金見込額  F=(A+B')*E 15,255,000 16,564,000 17,425,000 49,244,000  

調整交付金相当額　G=(A+B')*5% 7,666,200 8,127,650 8,353,650 24,147,500  

準備基金取崩額　H 8,000,000  

保険料収納必要額  I=D-F+G-H 82,814,530  

予定保険料収納率  ① 99.70%  

補正後被保険者数  ② 420 421 424 1,265   

保険料月額　Ｉ÷①÷②÷12月 5,471

 

  表20-8

保険料基準額（月額） ５，４００円　

保険料基準額（年額） ６４，８００円　
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 （２）　所得段階 
    各所得段階の保険料は次のとおりです。

 基準額 
    基準額 ×2.40

 基準額 ×2.30

 基準額 ×2.10

 基準額 ×1.90

 基準額 ×1.70

 基準額 ×1.50 
 基準額 ×1.30

 基準額 ×1.20

 基準額 ×1.00

 基準額 ×0.90

 基準額 ×0.685 
 基準額 ×0.485 
 ×0.285

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第10段階 第11段階 第12段階 第13段階

村民税世帯非課税 本人非課税 本人課税

 
  表20-9 

 段階 対   象   者 負担割合 年額保険料

 第1段階 生活保護受給者 0.285 18,400 円 

 世帯非課税で所得金額＋課税年金収入が80万円以下

 第2段階 世帯非課税で所得金額＋課税年金収入が80万円超120万円以下 0.485 31,400 円

 第3段階 世帯非課税で所得金額＋課税年金収入が120万円超 0.685 44,300 円

 第4段階 世帯課税であるが、本人非課税で合計所得金額＋課税年金収入が80万円以下 0.90 58,300 円

 第5段階 世帯課税であるが、本人非課税で合計所得金額＋課税年金収入が80万円超 1.00 64,800 円

 第6段階 本人課税で合計所得金額120万円未満 1.20 77,700 円

 第7段階 本人課税で合計所得金額120万円以上210万円未満 1.30 84,200 円

 第8段階 本人課税で合計所得金額210万円以上320万円未満 1.50 97,200 円

 第9段階 本人課税で合計所得金額320万円以上420万円未満 1.70 110,100 円

 第10段階 本人課税で合計所得金額420万円以上520万円未満 1.90 123,100 円

 第11段階 本人課税で合計所得金額520万円以上620万円未満 2.10 136,000 円

 第12段階 本人課税で合計所得金額620万円以上720万円未満 2.30 149,000 円

第13段階 本人課税で合計所得金額720万円以上 2.40 155,500 円
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Ⅵ　高齢者福祉サービスの実施 

(1) 寝具乾燥サービス 

高齢者が使用する寝具の衛生管理のため、寝具等の洗濯乾燥消毒サービスを実施し

ています。今後も、引き続き社会福祉協議会への委託により実施します。 

 

(2) 配食サービス 

高齢者を対象に、週２度の昼食を提供しています。今後も、引き続き社会福祉協議

会への委託により実施します。 

 

(3) 除雪サービス 

高齢者世帯を対象に除雪サービスを行っています。今後も、引き続き社会福祉協議

会への委託により実施します。 

 

(4) 福祉有償運送サービス　 

一般の交通機関を利用することが困難な介護認定者等の移動手段の確保を図ってい

ます。今後も社会福祉協議会への委託により実施します。 

 

(5) 緊急通報システム事業 

ひとり暮らしの高齢者等を対象に、急病や災害等の緊急時のために緊急通報装置を

設置し、警備会社等に緊急事態を知らせる通報サービスを提供しています。 

今後も支援が必要な世帯に設置することとし、継続実施します。 

 

(6) 家族介護慰労事業 

要介護4、5の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険サービスを利用しなかった高

齢者を介護している家族へ慰労金を贈呈しており、継続実施します。 

 

(7) 高齢者入浴料扶助事業 

高齢者の健康維持増進を図るため、岬センターの入浴料を扶助しており、継続実施

します。 

 

(8) 交流活動の充実 

(ア) 老人クラブ（単位クラブ）の活動の活性化 

(イ) 地域活動、サークル活動の充実と参加の促進 

(ウ) 異世代交流の促進 

(エ) スポーツ交流の促進と施設の有効活用 
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(9) 軽度生活援助事業（生きがいヘルパー） 

在宅のひとり暮らし高齢者などを対象に、自立した生活を支援するために買い物な

ど、軽易な日常生活上の援助を行っています。今後も、引き続き社会福祉協議会への

委託により実施します。 

 

(10) 生きがい活動通所事業（生きがいデイサービス） 

家に閉じこもりがちな高齢者を対象とし、日常動作訓練や趣味活動などを提供する

通所サービスを行っています。今後も、引き続き社会福祉協議会への委託により実施

します。 

 

(11) 低所得者に対する利用者の負担軽減 

低所得に対し、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護

予防通所介護及び介護予防短期入所生活介護に係る利用者負担額並びに食費に係る利

用者負担額の軽減を図るため、利用者負担軽減事業を実施しており、継続実施します。 

 

(12) 生活支援ハウス 

介護支援機能、居住機能、交流機能を総合的に提供し、高齢者が安心して健康な生

活を送れるよう、デイサービスセンター等に居住部門を合わせた生活支援ハウス（高

齢者生活福祉センター 定員14名）が設置されており、現在10名の方が利用しています。

今後も、指定管理者制度により管理運営します。 

今後、潜在的なニーズを把握し、必要に応じて増設等を検討します。 

 

　(13) 地域公共交通対策事業（しょさまる号） 

　　　65歳以上の高齢者を対象に、運行区域を初山別村全域とし、日常生活を支える移動

　　手段の確保を図っています。今後も引き続き社会福祉協議会への委託により実施しま

 　　す。

 

　(14) 社会福祉協議会の充実 

社会福祉協議会は、福祉の最前線ともいえるものです。 

事業推進には、スタッフの充実が急務であり、人材の確保を図ります。 
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